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は じ め に 

  

生活環境破壊の問題は、公害等の関係法令に規定する規制基準等を遵守するだけでは対処する

ことはできません。  

この問題の解決のために、昭和４８年３月に本市は「尼崎市民の環境をまもる条例」で、生活

環境の保全を予防的見地から行う事前協議制度を採用し、生活環境の保全に一定の成果をあげて

きました。しかし、環境問題に対する社会情勢の変化に伴い条例の見直しが進められ、より快適

な暮らしを求めて、新たに「尼崎市の環境をまもる条例」（以下「条例」という。）を平成１２年

１２月に制定し、一部を除き平成１３年２月から施行しました。  

新条例における事前協議制度は、従来の条例と同様に大規模な建築物の建築事業や生活環境を

阻害するおそれのある施設を使用して行う事業について、事業者と市が事業を行う前に協議し、

生活環境を保全しようとする制度です。  

事業者の皆様は、この条例の趣旨を理解していただき、なお一層の御協力をお願いいたします。 
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１ 事前協議の対象事業 

次に掲げる事業を行おうとする者は、事前協議届出書を開発指導課に届け出なければなりま

せん。当該届出に係る事項を変更するときも同様です。 

 

⑴ 事前協議の対象事業（条例第５４条第１項各号） 
建築物及び施設の種類に記載の事業であって、それぞれ対象規模のものを対象用途地域内

で事業を行おうとする場合、届出が必要となります。 
 

対象 

区分 

条例第

５４条

第１項 

対象施設の種類 対象規模 対象用途地域 

大
規
模
な
建
築
物
の
建
築
事
業 

第

１

号 

ア 
物品販売業を 

営む店舗 

当該用途に供する部分の 

床面積の合計がそれぞれ 

１，０００㎡以上のもの注１ 

第２種中高層住居

専用地域 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

イ 
旅館及びホテル 

（ラブホテルを除く。） 

第１種住居地域 

第２種住居地域 

準住居地域 

ウ 共同住宅 工業地域 

生
活
環
境
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る

施
設
を
使
用
し
て
行
う
事
業 

第

２

号 

ア 工場及び作業場 床面積の合計が５０㎡以上

又は敷地面積が１５０㎡以

上のもの注２ 

工業地域 

及び 

工業専用地域 

を除く地域注 4 

イ 倉庫及び物置場 

ウ 駐車場 
床面積の合計又は敷地面積

が５００㎡以上のもの注３ 

エ 
トラック 

ターミナル 

敷地面積が５００㎡以上の

もの 

オ 給油取扱所 全てのもの 

 

注１ 増築する事業にあっては、増築後の当該用途に供する部分の床面積の合計が１，０００㎡

以上のものが事前協議の対象となります。 

注２ 当該施設が建築物の場合は供する部分の床面積とし、当該施設が建築物でない場合は、

供する部分の敷地面積とします。 

注３ 対象規模については、駐車区画及び車路部分の合計とします。 

機械式駐車場については、駐車台数１台につき、１５㎡で換算します。 

注４ 工業地域及び工業専用地域においても、事前協議の届出は不要となりますが、位置制

限、自動車の出口及び入口の所定の基準は適用されます。 

 

⑵ 事業の拡張及び用途変更により事前協議の対象となるもの 

① 対象規模未満の既存施設を拡張し、事前協議の対象規模以上になる場合 

② 事前協議済の駐車場・トラックターミナルの施設について、床面積の合計又は敷地面積 

が１５０㎡以上の拡張を行う場合 

③ 事前協議済のその他の施設（工場及び作業場、倉庫及び物置場、給油取扱所）について

は、床面積の合計が５０㎡以上又は敷地面積が１５０㎡以上の拡張を行う場合  

④ 施設の種類・用途を変更し、事前協議の対象規模以上となる場合 
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 ⑶ 建築物及び施設の種類・用途 

 

対象 

区分 

条例第

５４条

第１項 

対象施設の種類 用途 

大
規
模
な
建
築
物
の 

建
築
事
業 

第

１

号 

ア 
物品販売業 

を営む店舗 

卸売業又は小売業（飲食店業を除くものとし、物品加工

修理業を含む。）を営むための店舗をいいます。 

イ 旅館及びホテル 

旅館業法第２条各項に規定する旅館業の用に供されるも

のをいいます。（尼崎市遊技場及びラブホテルの建築等

の規制に関する条例第２条第１項第２号に規定するラブ

ホテルに該当するものを除く。） 

ウ 共同住宅 
住居の用に供され、廊下、階段又は外部への出入口等が

共同で使用されるものをいいます。 

生
活
環
境
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る 

施
設
を
使
用
し
て
行
う
事
業 

第

２

号 

ア 工場及び作業場 

物品の製造、加工、洗浄、塗装又は解体等の目的に供す

る建築物その他の施設をいい、鉄骨組立などの露天の作

業場を含みます。ただし、建築その他の工事現場は除き

ます。 

イ 倉庫及び物置場 
物品の保管の用に供する建築物その他の施設をいい、露

天の野積場等を含みます。 

ウ 駐車場 

青空駐車場、パーキングタワー等の自動車（道路運送車

両法第２条第２項に規定する自動車及び同条第３項に規

定する原動機付自転車をいう。）を格納し、又は駐車の

用に供する建築物、その他の施設をいいます。 

エ 
トラック 

ターミナル 

貨物の積卸しのため、自動車運送事業の事業用自動車を

同時に二両以上停留させることを目的として設置した施

設をいいます。（自動車ターミナル法第２条第４項） 

オ 給油取扱所 

固定給油施設によって、自動車及び原動機付自転車の燃

料タンクに直接給油するための建築物、その他の施設を

いいます。小規模なものでも固定した給油設備を設置す

る場合は該当します。 

 

⑷ 届出を要しない事業（条例第５４条第２項） 

次に掲げる事業については、事前協議の届出を要しません。ただし、位置制限、自動車の 

出口及び入口の所定の基準は適用されます。 

① 都市計画法第２９条第１項第３号に規定する建築物を建築する事業及び当該建築物又は

その敷地内に設置された生活環境を阻害するおそれのある施設を使用して行う事業 

② 都市計画法第３４条の２第１項に規定する都道府県等が行う事業 

③ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）第２条第１号に規定する市街地再開発事業の

施行として行う建築物を建築する事業及び当該市街地再開発事業の施行により設置された

生活環境を阻害するおそれのある施設（前項第２号カに該当するものを除く。）を使用して

行う事業 

④ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和５０年法律

第６７号）第２条第４号に規定する住宅街区整備事業の施行により設置された生活環境を

阻害するおそれのある施設（前項第２号カに該当するものを除く。）を使用して行う事業 

⑤ その他生活環境を阻害するおそれがないと認められる事業で規則で定めるもの注１ 

注１ その他生活環境を阻害するおそれがないと認められる事業で規則で定めるものとは、

公共事業の施行により建築物の除却を余儀なくされた者がその除却される建築物に代

わる建築物を建築する事業その他市長が生活環境を害するおそれがないと認める事業

をいう。（条例施行規則第１８条の２） 
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２ 事業を行う場合の制限事項 

事前協議の対象事業のうち、生活環境を阻害するおそれのある施設については、静穏な環境

や交通安全等が特に必要とされる学校等の敷地の周囲からの距離や自動車の出口及び入口に接

する道路の幅員に関して、あらかじめ制限されている事項があります。 

 

⑴ 学校等からの位置制限 
生活環境を阻害するおそれのある施設は、その種類・規模に応じて、学校等の敷地境界か

ら一定距離内は設置してはなりません。 

 

① 位置制限の対象となる学校等の施設（条例施行規則第１９条） 

 

学
校
等
の
施
設 

学校教育法第１条に規定する学校及び同条に規定する幼稚園、小学校又は中学

校等に準ずる学校等 

就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第２条

第７項に規定する幼保連携型認定こども園 

児童福祉法第３９条第１項に規定する保育所及び同法第４３条に規定する児童

発達支援センター 

医療法第１条の５第１項に規定する病院 

老人福祉法第５条の３に規定する老人福祉施設 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第５条第７項に

規定する生活介護、同条第１２項に規定する自立訓練又は同条第１５項に規定

する就労継続支援を行う施設 

 

② 位置制限の対象となる事業規模及び学校等の周囲からの制限距離（条例第５５条） 

 

対象 

区分 

条例第

５４条

第１項 

対象施設の種類 対象規模 
制限 

距離 

生
活
環
境
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の 

あ
る
施
設
を
使
用
し
て
行
う
事
業 

第

２

号 

ア 工場及び作業場 
床面積の合計又は敷地面積５００㎡以上の

もの 
３０ｍ 

イ 倉庫及び物置場 
床面積の合計又は敷地面積５００㎡以上の

もの 

２０ｍ ウ 駐車場 
床面積の合計又は敷地面積５００㎡以上の

もの 

エ 
トラック 

ターミナル 
敷地面積が５００㎡以上のもの 

オ 給油取扱所 
石油類の貯蔵能力が３０，０００ℓ以上の

もの 
３０ｍ 

 

ア 適用除外について 

市長が周辺地域の状況等から判断して、生活環境を阻害するおそれのないと認めると

きはこの限りではありません。適用除外の可否については、事前にご相談ください。 

 

(ｱ) 適用除外が認められる場合の例 

ａ 学校等の附属駐車場を設置するとき。 

ｂ 学校等の敷地が自動車交通の著しい道路（現況幅員１０ｍ以上の道路）に接して

いるとき。（給油取扱所は除く。） 

ｃ 生活環境を阻害するおそれのある施設の設置後に学校等が設置されるとき。 

ｄ その他特に生活環境を阻害しないと認められるとき。 
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(ｲ) 適用除外が認められる自動車交通の著しい道路 

一般国道（２号線、４３号線、１７１号線）、主要地方道（尼崎池田線、尼崎港線、

大阪伊丹線の一部、尼崎宝塚線、尼崎停車場線）、一般県道（米谷昆陽尼崎線、西宮豊

中線の一部、昭和東本町線、尼崎港崇徳院線の一部、高田久々知線、尼崎停車場西川

線、甲子園尼崎線）、市道（近松線の一部、道意線、園田橋線、弥生線、大物線、出屋

敷線の一部（２号線以南）、長洲線、田能通り、食満通り、山幹通り、橘通り、波洲通

り、琴浦通り、潮江小浜線の一部、尼崎駅前１号線、潮江神崎停車場２号線、神崎停

車場神崎線、西川線） 

･･･ 一般国道 

･･･  県 道 

･･･  市 道 
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⑵ 自動車の出口及び入口 

生活環境を阻害するおそれのある施設は、事業のために出入りする自動車の出口及び入口

が事業の種類に応じて定められた幅員以上の道路に接しなければなりません。また、施設に

よっては通学路等の道路に接してはなりません。 

 

① 自動車の出口及び入口が接する道路の幅員（条例第５６条第１項） 

 

対象 

区分 

条例第

５４条

第１項 

対象施設の 

種類 
対象規模 

接する

道路の

幅員 

生
活
環
境
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る 

施
設
を
使
用
し
て
行
う
事
業 

第
２
号 

ア 
工場及び 

作業場 

床面積の合計が５０㎡以上５００㎡未満のもの又

は敷地面積が１５０㎡以上５００㎡未満のもの 
６ｍ 

床面積の合計又は敷地面積が５００㎡以上のもの ８ｍ 

イ 
倉庫及び 

物置場 
床面積の合計又は敷地面積が５００㎡以上のもの ８ｍ 

ウ 

 

 

 

駐車場 

 

 

 

床面積の合計又は敷地面積が５００㎡以上、 

３，０００㎡未満のもの（主として大型自動車等

の駐車の用に供するものを除く） 

６ｍ 

床面積の合計又は敷地面積が３，０００㎡以上の

もの及び主として大型自動車等（道路交通法第

３条に規定する大型自動車及び大型特殊自動車）

の駐車の用に供するもの 

８ｍ 

エ 
トラック 

ターミナル 

敷地面積が５００㎡以上１，０００㎡未満のもの ８ｍ 

敷地面積が１，０００㎡以上のもの １０ｍ 

オ 給油取扱所 石油類の貯蔵能力が３０，０００ℓ以上のもの １２ｍ 

 

ア 適用除外について 

市長が周辺地域の状況等から判断して、生活環境を阻害するおそれがないと認めると

きはこの限りではありません。適用除外の可否については、事前にご相談ください。 

 

(ｱ) 適用除外が認められる場合の例 

ａ 出入口が接する道路に歩道やガードレール等の交通安全施設が整備されていると

き。（幅員２ｍ以上の歩道に類する空間を出口及び入口が接している敷地境界線と道

路の接道範囲全てに整備した場合も含む。） 

ｂ 出入口が接する道路について、都市計画の事業決定がなされた計画道路の幅員が

施設区分ごとに定める幅員以上であるとき。 

ｃ その他特に生活環境を阻害しないと認められるとき。 

 

② 自動車の出口及び入口が接してはならない道路（条例第５６条第２項） 

 

対象施設の種類 対象規模 接してはならない道路 

駐車場 
床面積の合計又は敷地面積が５００㎡以

上のもの 
歩行者用道路 

又は 

幅員が１０ｍ未満の通学路 倉庫及び物置場 
床面積の合計又は敷地面積が５００㎡以

上のもの 

 

ア 適用除外について 

市長が周辺地域の状況等から判断して、生活環境を阻害するおそれのないと認めると

きはこの限りではありません。適用除外の可否については、事前にご相談ください。 
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(ｱ) 適用除外が認められる場合の例 

ａ 歩行者用道路又は幅員が１０ｍ未満の通学路において、自動車の運行時間等に

対する規制が行われている場合に、事業活動の形態から判断して、当該規制時間

内に駐車場等に出入りする自動車が運行しないことが明確であるとき。 

ｂ 通学路又は歩行者用道路に、歩道やガードレール等の交通安全施設が整備され

ているとき。（幅員２ｍ以上の歩道に類する空間を出口及び入口が接している敷地

境界線と通学路の接道範囲（道路の一部のみ通学路に指定されている場合は、指

定部分の道路と敷地境界線の接道範囲全て）又は歩行者用通路の接道範囲全てに

幅員２ｍ以上の歩道に類する空間を整備した場合も含む。） 

ｃ 駐車場等の設置後に、自動車の出入口が接する道路が通学路又は歩行者用道路

に指定されたとき。 

ｄ その他特に生活環境を阻害しないと認められるとき。 

 

３ 近隣住民への事業説明 

 

⑴ 表示板の掲出（条例第５７条） 

事前協議の届出又は変更届出をする者は表示板（第６号様式）を掲出してください。当該

届出に係る事業に関して、尼崎市住環境整備条例第２７条第１項の規定による表示板を掲出

する場合は、当該表示板の掲出は不要です。（この場合、掲出する表示板に当該届出の事業内

容が分かるように記載してください。） 

 

① 表示板の掲出場所（条例施行規則第２０条第３項） 

事業予定地の道路に面し、公衆の見やすい場所に設置してください。 

なお、予定地周辺の状況等から判断して、表示板を２箇所以上の場所に掲出させること

がありますので、事前にご相談ください。 

② 表示板の掲出期間（条例施行規則第２０条第４項） 

事前協議の届出又は事前協議の変更届出をした日から、事業を行うために必要な施設の

建築その他の工事が完了するまで当該表示板を掲出してください。 

 

⑵ 事業に関する説明（条例第５９条各項） 

事業地によって生活環境に影響を受け、又は受けるおそれのある住民（以下「関係住民」

という。）は、表示板が掲出された日から２週間以内に、事業に関する説明を事業者に求める

ことができます。 

事業者は関係住民から説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければなりません。

また、場合によっては市から事業者に関係住民へ説明を行うよう指示をすることもあります。 

事業者は事業に関する説明を行った場合は、その結果を市長に書類で報告してください。

（関係住民から説明を求められなかった場合、説明の求めがなかった旨を書類で報告してく

ださい。） 

必要な書類は以下のとおりです。（提出部数は正１部・副１部） 

① 説明会結果報告書 

② 議事録 

③ 説明会で配布した資料 
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４ 事前協議の手続 

 

⑴ 事前協議届出書に必要な図書 
尼崎市住環境整備条例第２３条の規定による事前協議申請書を同時に提出される場合は、 
の書類は省略することができます。 

 
 

駐車場 
倉庫 

物置場 

工場 

作業場 

ﾄﾗｯｸ 

ﾀｰﾐﾅﾙ 

給油 

取扱所 

物販店舗・旅館・ 

ホテル・共同住宅 

事前協議届出書（第５号様式） ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

委任状 

代理人が届出する場合に限り提出

してください。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

事業概要書 

★印は様式化されていますので、別

紙に記入してください。 ○ 

(★) 

○ 

(★) 

○ 

(★) 
○ ○ 

○ 

（共同住宅を除く。） 

環境保全計画書 

★印は様式化されていますので、別

紙に記入してください。 

○ 

(★) 

○ 

(★) 
○ ○ ○ 

付近見取図 

（縮尺１／２５００の都市計画図） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

公図 

事業地及び隣接地の土地所有者を

明記してください。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

現況図 

（縮尺１／２００～１／５００） 

・隣接する区域及び周辺道路の幅員

を記入してください。 

・敷地が接する道路、水路の平面図

及び横断図も記入してください。 

・従前の用途も記入してください。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

事業予定地周辺の現況図 

（縮尺１／２００～１／５００） 

・位置制限に係る既存建築物等から

の距離及び建築物の有無、通学路の

有無を記入してください。 

・位置制限（条例第５５条）、自動

車出口及び入口（条例第５６条）の

規定対象外の場合は添付不要です。 

○ ○ ○ ○ ○  

敷地求積図 

（縮尺１／１００～１／５００） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

敷地内配置図 

（縮尺１／１００～１／５００） 

・駐車場の場合は、１台当たりの駐

車区画及び車路の寸法を明記して

ください。 

・隣接する区域及び周辺道路の幅員

を記入してください。 

・敷地が接する道路、水路の平面図

及び横断図も記入してください。 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

排水計画図 

（縮尺１／１００～１／５００） 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 

現況写真 

（接道箇所につき、それぞれ３方向

から撮影したもの） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

事業地に表示板を掲出したことを

示す写真 

（遠・近景各１枚） 

○ ○ ○ ○ ○ ○ 

建築物の配置図・平面図・立面図・

断面図 
● ● ● ● ● ● 

機械類の一覧表及び配置図 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  

備考１ ●印は、建築物（建築基準法第２条第１号に規定する建築物）を伴う事業の場合に限り提出してください。 

備考２ ◎印は、機械類を使用する事業の場合に限り提出してください。 
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 ⑵ 事前協議届出書の提出部数 

事前協議届出書の提出部数は、次のとおりです。 

 

施設の種類 提出部数 

物品販売業を営む店舗 

正１部・副１部 

旅館及びホテル 

共同住宅 

倉庫及び物置場 

駐車場 

トラックターミナル 

工場及び作業場 正１部・副３部 

給油取扱所 正１部・副５部 

 

⑶ 事前協議届出書の提出時期 

事前協議届出書は、次に定める日のおおむね３０日前までに行わなければなりません。 

（条例施行規則第１６条第２項） 

なお、尼崎市住環境整備条例第２３条の規定による事前協議を提出する場合は、同時に提

出してください。 

① 建築基準法第６条に規定する確認の届出書を必要とする事業にあっては、当該届出書を

提出しようとする日 

② 都市計画法第２９条に規定する許可を必要とする事業にあっては、同法第３２条で規定

する同意を求めるか協議を行おうとする日 

③ その他の事業にあっては事業を行おうとする日 

 

⑷ 変更及び承継の届出（条例第５８条及び条例施行規則第１７条） 

① 以下の事業内容を変更する場合は事業内容変更届出書の提出が必要です。 

ア 事業者の氏名又は住所（法人の場合は名称、事業所所在地、代表者氏名） 

イ 床面積又は敷地面積を変更する場合 

ウ 建築物その他の施設の構造（軽微なものを除く。）を変更する場合 

エ 建築物その他の施設の敷地内配置（軽微なものを除く。）を変更する場合 

オ その他市長が必要と認める場合 

 

② 以下のとおり、地位の承継をする場合は承継届出書の提出が必要です。 

ア 事業の承継者が被承継者から事業を譲り受ける場合 

イ 事業の承継者が被承継者から施設を借り受ける場合 

ウ 事業の承継者が被承継者から事業を相続する場合 

エ 事業の承継者が被承継者の事業を合併する場合 

オ 事業の承継者が被承継者の事業を分割する場合 

 

⑸ 工事完了の届出（条例施行規則第１８条） 

事前協議の届出をした者は、当該届出に係る事業として行う工事が完了したときは、当該

工事が完了した日から４日以内に工事完了届出書を提出してください。 

協議した事項については、工事完了検査を行う場合があります。事前にご相談ください。 

必要な書類は以下のとおりです。（提出部数１部） 

① 工事完了届出書（第８号様式） 

② 附近見取図 

③ 土地利用計画図もしくは配置図 

④ 工事完了写真（確保すべき設備等がわかる写真） 
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関係課と協議 
＜工場・作業場＞ 
・環境保全課 
・産業廃棄物対策担当 
・開発指導課 開発担当 
・その他の関係課 
 
＜給油取扱所＞ 
・環境保全課 
・産業廃棄物対策担当 
・警防課 
・予防課 
・水道維持課 
・開発指導課 開発担当 
・その他の関係課 
 
＜その他の事業について＞ 
・道路課 
・下水道建設課 
・こころとからだ育成課 
・公園計画・２１世紀の森担当 
・開発指導課 開発担当 
・その他の関係課 

⑹ 事前協議のフロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

市へ説明結果報告の提出 

協議完了 

説明(会)の求

めがなかった旨

の報告書を提出 

受付日と同日 事前協議届出書の提出 
（提出は午前中） 

 

表示板を掲出 

説明(会)の 

求め有り 

 
※表示板の掲出

日から２週間

以内 

説明(会)の 

求め無し 

説明(会)の開催 

（事業者） 

（事業者） 

（事業者） 

（市長） 

（市長） 

（市長） （事業者） 

※尼崎市住環境整備条例

第２３条の規定による

事前協議申請の対象と

なる事業の場合は、当該

申請と同時進行となり

ます。 

決裁 
（市長） 

代理者へ事前協議完了の連絡(メール) 

（市長） 

代理者へ協議の連絡(メール) 

関係課と協議 

（事業者） 

（市長） 
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５ 事業を行う場合に配慮すべき事項 

当該条例は、条例の前文で環境保全に係る基本理念を定め、条例第３条で事業者の基本的責

務を定めております。事業者は、地域社会の構成員として事業活動に伴い生じる公害を防止し、

自己の責任と負担において自然環境の保全に必要な措置を講じ、良好な環境の確保に努めるこ

ととなっています。 

事業を行おうとする者は、地域環境の保全について深い自覚を持ち、次の事項を中心に適切

な環境保全対策を講じてください。 

 

⑴ 関係法令に規定する規制基準等の遵守 

関係法令に規定している規制基準や設置基準等は、当初から遵守できるよう措置を講じて

おいてください。 

 

⑵ 緑化の推進 

１０，０００㎡以上の敷地を有する工場又は事業場は、その敷地の１０％を緑化するよう

規定しています。（条例施行規則第２５条） 

また、敷地が５００㎡以上の駐車場（青空）については、敷地周囲に位置する塀やフェン

スの緑化、生垣化・植樹帯化等、立地状況に応じた緑化を図るようにしてください。 

 

⑶ 事業を行う場合に確保すべき整備等（条例第５４条第３項） 

事業を行おうとする者は、関係住民及び共同住宅入居者等の生活環境を保全するため、次

の設備等を確保し、適切な措置を講じてください。 

 

① 大規模な建築物の建築事業 

 

施設の種類 確保すべき設備等 

物品販売業を 

営む店舗 

ア 確保すべき設備等 

(ｱ) 来客用の駐車場及び自転車置場の確保 

(ｲ) 荷卸場の確保 

イ 生活環境を保全するための措置 

(ｱ) 建築物及び諸施設の配置を適切に行うこと 

(ｲ) 商品等の保管及び取扱方法を適切に行うこと 

(ｳ) 商品等の搬出入の作業管理を適切に行うこと 

(ｴ) 自動車に対する周辺住民への安全対策を適切に行うこと 

(ｵ) 拡声器の使用方法及び時間を近隣に影響のないようにするこ

と 

(ｶ) クーリングタワー等の騒音対策を適切に行うこと 

(ｷ) 廃棄物の確保及び処理を適切に行うこと 

旅館及びホテル 

ア 確保すべき設備等 

(ｱ) 来客用駐車場の確保 

イ 生活環境を保全するための措置 

(ｱ) 深夜までに及ぶ宴会等の騒音対策を講じること 

(ｲ) ネオンサインの光が周囲に与える影響を考慮し、対策を講じ

ること 

(ｳ) 廃棄物の保管及び処理を適切に行うこと 

共同住宅 

ア 生活環境を保全するための措置 

(ｱ) 騒音対策を適切に行うこと 

(ｲ) 振動対策を適切に行うこと 

(ｳ) 大気汚染対策を適切に行うこと 

(ｴ) 悪臭対策を適切に行うこと 
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② 生活環境を阻害するおそれのある施設を使用して行う事業 

 

施設の種類 確保すべき設備等 

工場及び作業場 

ア 確保すべき設備等 

(ｱ) 敷地周辺にコンクリートブロック塀等自動車ガス排出及び騒音、

粉じんの防止のための適切な塀 

この場合において、隣接家屋の配置状況等を考慮し、交通安全

のための見通し等について配慮すること 

(ｲ) 粉じんの飛散等を防ぐため自動車通路はコンクリート等で舗装

し、床及び地表も必要に応じてコンクリート等で舗装すること 

(ｳ) 荷役や駐車のための場所を確保し、路上等の占拠をせず事業が

行えるようにすること 

(ｴ) 産業廃棄物の保管施設を設置し、産業廃棄物が処理されるまで

の間、飛散、流出、地下浸透及び悪臭が生じないようにすること 

(ｵ) 出入りする自動車等の車輪から粉じんの飛散を防ぐため、必要

に応じて適切な自動車車輪洗浄施設を設置すること 

(ｶ) 屋内で行うべき作業を屋外で行ったり、敷地外の路上で作業を

行ったりしないよう、建築物や敷地の面積は事業を行うに十分な

広さを確保すること 

イ 生活環境を保全するための措置 

(ｱ) 原材料及び製品等を適切に保管し、取扱うこと 

(ｲ) 建築物及び諸施設の配置を適切に行うこと 

(ｳ) 建築物、工作物の構造及び生産、公害防止等の施設 

(ｴ) 作業管理を適切に行うこと 

倉庫及び 

物置場 

ア 確保すべき設備等 

(ｱ) 粉じんの飛散を防ぐため、自動車通路はコンクリート等で舗装

し、床及び地表も必要に応じコンクリート等で舗装すること 

(ｲ) 荷役や駐車のための場所を確保し、路上等の占拠をせず事業が

行えるようにすること 

(ｳ) 土砂、油等飛散又は流出するおそれのあるものを取り扱う場合

は、建築物を建てるか飛散、流出を防ぐために散水施設、防塵カ

バー等適切な施設を設置すること 

(ｴ) 出入りする自動車の車輪から粉じんが飛散しないよう、必要に

応じて自動車車輪洗浄施設を設置すること 

(ｵ) 敷地からの排水を適切に行うため必要に応じ沈殿槽等の適切な

排水処理施設を設置すること 

イ 生活環境を保全するための措置 

(ｱ) 建築物等は粉じん、悪臭及び騒音等が出にくい構造とすること 

(ｲ) 粉じん、騒音及び自動車排出ガス等を防ぐため、敷地の周囲に

はコンクリートブロック塀等適切な措置を講じること 

また、隣接家屋の配置状況を考慮し、交通安全のための見通し 

等について配慮すること 

(ｳ) 露天の物置場にあっては、保管備品の整理等を行い、危険防止

のための適切な処理を講じること 

また、周辺住民が自由に出入りできない構造にすること 
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対象事業 確保すべき設備等 

駐車場 

ア 確保すべき設備等 

(ｱ) 粉じんの飛散等を防ぐため、床及び地表はコンクリート等で舗

装すること 

舗装ができない特別の理由により砂利敷とした場合には出入口

部分は砂利止めの措置を講じ、かつ、必要なスペースの舗装を行

うこと 

(ｲ) 洗車施設を設置する場合は、水しぶき及び騒音を防ぐため、コ

ンクリート構造等の建築物内に設置すること 

(ｳ) 駐車場内から粉じんの飛散を防ぐため、散水施設を必要に応じ

て設置すること 

(ｴ) 駐車場内からの排水を適切に行うため、必要に応じ油水分離施

設等の排水処理施設を設置すること 

(ｵ) 大型自動車等を除き、駐車スペースは１台あたり１２㎡（縦５．

０ｍ×横２．４ｍ）以上の広さを確保すること 

(ｶ) 駐車場内の車路の幅員は、５．５ｍ（一方通行の車路にあって

は、３．５ｍ）以上とすること 

(ｷ) 必要に応じてロードミラー、安全標識、防犯灯を設置すること 

(ｸ) 大型自動車及び大型特殊自動車は、排出ガス及び騒音等の影響

が大きいので、コンクリート構造等の建築物を設置すること 

イ 生活環境を保全するための措置 

(ｱ) 粉じん、自動車排出ガス及び騒音等を防止できる適切な措置を

講じること 

(ｲ) 出入口部分に側溝がある場合には、敷地内雨水の処理及び側溝

保護のためのグレーチング等必要な措置を講じること。 

(ｳ) 駐車する自動車の排気口を住宅に向けないよう配慮すること 

トラック 

ターミナル 

ア 確保すべき設備等 

(ｱ) 粉じん、自動車排出ガス及び騒音等を防ぐため、敷地の周囲に

コンクリートブロック塀等適切な塀を設置すること 

この場合において、隣接家屋の配置状況を考慮し、交通安全の

ための見通し等について配慮すること 

(ｲ) 洗車施設を設置する場合は、水しぶき及び騒音を防ぐため、コ

ンクリート構造等の建築物内に設置すること 

(ｳ)  駐車場内からの排水を適切に行うため、必要に応じて油水分

離施設等の排水処理施設を設置すること 

イ 生活環境を保全するための措置 

(ｱ) 自動車排出ガス及び騒音等を防止できる適切な措置を講じるこ

と 

特に夜間に出入りする自動車の騒音対策に配慮すること。 

(ｲ) 荷役及び駐車の場所を確保し、路上等の占拠をせず事業を行え

るような措置を講じること 

給油取扱所 

ア 確保すべき設備等 

(ｱ) 自動車の排出ガス及び騒音の防止並びに防火等のために、敷地

の周囲には自動車等の出入りする側を除き、コンクリートブロッ

ク塀等適切な塀を設置すること 

(ｲ) 適切な散水施設及び排水処理施設（油水分離施設、沈殿槽）を

設置すること 

(ｳ) 石油類の貯蔵に伴って発生する有害物質を防止するために必要

な設備を設置すること 

 



13 
 

⑷ その他必要な事項 

地域の環境を配慮して、法令及び⑶以外の環境保全対策について、立地条件や事業形態等

により付近住民の安全確保のための誘導員の配置や、事業活動に伴う自動車の通行路線の指

定等の協力をお願いする場合があります。 

地域環境を十分配慮して計画を立ててください。 

 
６ 助言・指導・勧告等 

 

⑴ 助言・指導・勧告（条例第５４条第３項） 

提出された事前協議届出書・事前協議変更届出書に記載された内容に問題があれば助言・

指導を行い、必要があるときは勧告を行います。 

事業を行おうとする者は、環境保全対策に細心の注意を払い、勧告を受けることのないよ

うにしてください。 

 

⑵ 命令（条例第５４条第４項） 

前記の勧告に従わない者や事前協議届出書・事前協議変更届出書を提出しない者には、事

業の停止、計画の変更、原状の回復等生活環境を確保するために必要な措置をとるべきこと

を命令します。 

このようなことにならないよう自ら進んで環境保全対策を講じてください。 

 

⑶ 罰則（条例第９１条、９３条及び９６条） 

前記の命令に従わない者は、６月以下の拘禁刑又は３００，０００円以下の罰金に処せら

れます。 

また、事前協議届出書・事前協議変更届出書の届出を行わず、又は虚偽の届出をした者も、

１００,０００円以下の罰金に処せられます。 

さらに、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が命令に従わ

なかったり、事前協議届出書・事前協議変更届出書の提出を怠ったり、あるいは虚偽の届出

をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人も罰することになっております。 


